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平 成 ２ ８ 年

上砂川町議会第３回臨時会会議録（第１日）

４月２８日（木曜日）午前１０時００分 開 会

午前１０時０７分 閉 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

４月２８日 １日間

第 ３ 議案第２１号 上砂川町税条例等の

一部を改正する条例制定について

〇会議録署名議員

４番 斎 藤 勝 男

５番 数 馬 尚

◎開会の宣告

〇議長（堀内哲夫） ただいまの出席議員は９名

です。

理事者側につきましては、栗原教育委員長が所

用のため欠席しております。

定足数に達しておりますので、平成28年第３回

上砂川町議会臨時会は成立いたしましたので、開

会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇議長（堀内哲夫） 直ちに本日の会議を開きま

す。

◎会議録署名議員指名について

〇議長（堀内哲夫） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、４番、斎藤議員、５番、数馬議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

〇議長（堀内哲夫） 日程第２、会期決定につい

て議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１

日にしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、会期は、本日１日に決定いたしました。

◎議案第２１号

〇議長（堀内哲夫） 日程第３、議案第21号 上

砂川町税条例等の一部を改正する条例制定につい

て議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第21号 上砂川町税条例等の一部を改正する条

例制定について提案理由を申し述べますので、ご

審議くださいますようお願いいたします。

上砂川町税条例等の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。

提案の理由といたしましては、地方税法等の一

部を改正する……失礼いたしました。等の削除を

願います。地方税法等の一部を改正する法律等が

公布されたことに伴い、上砂川町税条例等の関係

条項を改正するものであること。

以下、内容の説明は副町長からいたしますので、

よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 引き続き内容の説明を求め
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てまいりますが、条例本文の内容が相当量となっ

ておりますので、読み上げについては省略したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、本文の読み上げについては省略す

ることに決定いたしました。

それでは、内容の説明を求めます。林副町長。

〇副町長（林 智明） それでは、ご指示により

まして、議案第21号について内容の説明をいたし

ます。

資料ナンバー１をご参照願います。このたびの

改正は、地方税法等の一部を改正する法律等の公

布に伴い、これに準拠し、規定している本町の税

条例関係条項を改正するものであります。

改正の主な内容でございますが、法人町民税の

法人税割の税率につきまして、現行の12.1％から

3.7％引き下げ、8.4％とするもので、平成29年４

月１日から施行するものであります。

軽自動車税では、平成29年４月１日施行として、

名称を種別割に変更し、新たに燃料基準値達成度

等に応じた環境性能割を創設するものでありま

す。なお、環境性能割の賦課徴収は、当分の間北

海道が行うこととされております。また、燃費性

能に応じた軽減税率を適用するグリーン化特例に

つきましては、平成28年度限りとされているもの

を１年間延長し、平成29年度までとするものであ

ります。

国民健康保険税につきましては、課税限度額の

改正といたしまして、基礎課税額を現行52万円か

ら54万円に、後期高齢者支援金等課税額を現行12

万円から19万円に引き上げるもので、また低所得

者に係る軽減の拡充といたしまして軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得の算定方法の変更を行う

もので、平成28年４月１日から適用するものであ

ります。

その他の改正といたしましては、法律等の改正

にかかわります規定の整備などを行うものであり

ます。

以上が主な改正の内容でございますが、議長の

お取り計らいによりまして条例本文の読み上げは

省略させていただきますので、よろしくお願いい

たします。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由並びに内容

の説明が終了いたしましたので、これより順次質

疑、討論、採決を行ってまいります。

議案第21号に対する質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第21号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第21号 上砂川町税条例等の

一部を改正する条例制定については、原案のとお

り決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（堀内哲夫） 以上で本臨時会に付託され

ました案件の審議は全部終了いたしました。

したがって、平成28年第３回上砂川町議会臨時

会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（閉会 午前１０時０７分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 斎 藤 勝 男

署 名 議 員 数 馬 尚


